
（様式第２号） 
令和３年１２月１４日 

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書 

所在地： 新潟県妙高市東陽町２−２０ 
名 称： 株式会社山﨑建設 
代表者： 山﨑 健吾 

 
 当社は、下記のとおりＳＤＧｓ達成に向けた取組を行い、積極的にＳＤＧｓを推進することを宣言します。 

記 

分野 
(三側面) 具体的取組 

2030 年に向けた指標 
（現状値：2021 年度） 

関連する
ゴール 

環境 

【現在行っている取組】 
業務のペーパーレス化、裏紙活用の徹底により紙ゴミの
排出を抑制する。(PC 会議、社内メールの推進) 

廃棄物の抑制率。 
【現状値】0.001% 
【目標値】0.2% 
＊抑制率：当該年度、リサ
イクル or アップサイクルによっ
て抑制された｢本来排出され
るゴミの量｣をその年の｢ゴミの
総量｣で割った数値です。 

12 
【今後新たに行う取組】 
民間建築現場の廃材をアップサイクルすることでガラ排出
を抑制する。( MYOKO UPCYCLE MARKET の推進) 

社会 

【現在行っている取組】 
定例会議のリモート化による支社間移動経費の削減。 
 

DX 化による経費削減に伴っ
た国際支援。 
【現状値】0 円 
【目標値】総額 100 万円 

９ 
【今後新たに行う取組】 
 
 

経済 

【現在行っている取組】 
将来的な生産性向上に向け、第 2･第 4 土曜日の現
場完全休業を目指すことで作業効率化を図る。 

年給平均ベースアップ率。 
【現状値】0.98% 
【目標値】3% 

８ 
【今後新たに行う取組】 
 
 

その他 

【現在行っている取組】 
 
 【現状値】 

【目標値】 
 

【今後新たに行う取組】 
 
 

※３側面（環境・社会・経済）のうち複数の分野にまたがる取組については、最も関係が深い分野の欄に記載してください。どこ
にも該当しない取組は、「その他」に記載してください。（「その他」欄の記載は登録要件ではありません。） 

※３側面全てで必ず１つ以上の取組（「現在行っている取組」「今後新たに行う取組」のいずれか（又はいずれも））を記載し
てください。 

※３側面のうち１つ以上は「今後新たに行う取組」を記載してください。 
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